
◎
空
港
整
備
法
及
び
航
空
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
八
日
法
律
第
七
五
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
六
月
三
日
・
衆
議
院
国
土
交
通
委
員

会

）

○
冬
柴
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
空
港
整
備
法
及
び
航

空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理
由
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

近
年
の
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、
ア
ジ
ア
地
域
が
急
速
に
発
展

す
る
中
、
四
面
環
海
の
我
が
国
に
お
い
て
は
、
世
界
の
活
力
を
成
長
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
す
る
た
め
、
人
流
、
物
流
の
両
面
に
お
け
る
世
界
に
対
す
る

窓
口
で
あ
る
空
港
に
つ
い
て
、
国
際
競
争
力
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
喫

緊
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

一
方
で
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
、
産
業
の
空
洞
化
等
を
背
景
に

し
て
、
我
が
国
で
は
地
域
の
活
力
の
減
退
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
地
域
に

お
け
る
広
域
的
な
交
通
の
拠
点
で
あ
る
空
港
に
お
い
て
は
、
国
内
外
の
人

や
物
の
流
れ
を
活
発
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
観
光
振
興
や
物
流
の
高
度

化
等
を
図
り
、
地
域
の
活
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
我
が
国
で
は
空
港
整
備
が
概
成
し
つ
つ

あ
る
一
方
で
、
引
き
続
き
航
空
需
要
の
着
実
な
増
大
が
見
込
ま
れ
る
た

め
、
今
後
は
、
既
存
の
空
港
を
十
分
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、
多
様
化
、

高
度
化
す
る
空
港
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
し
、
空
港
の
よ
り
的

確
な
運
営
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
諸
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
こ

と
と
し
た
次
第
で
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
今
後
の
空
港
の
中
長
期
的
な
整
備
及
び

運
営
の
あ
り
方
を
明
示
す
る
た
め
、
空
港
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
基

本
方
針
を
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
空
港
の
設
置
管
理
者
や
工
事
費
用
の
負
担
割
合
等
を
定
め
る

空
港
の
区
分
制
度
を
見
直
す
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
等
の
空
港
機
能
施
設
の
的
確
な
運
営
を
確

保
す
る
た
め
、
国
管
理
空
港
に
お
け
る
空
港
機
能
施
設
の
建
設
及
び
管
理

を
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
者
が
行
う
制
度
を
創
設
す
る
等
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
空
港
の
設
置
管
理
者
は
、
利
用
者
利
便
の
向
上
及
び
安
全
の

確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
協
議
を
行
う
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
政
府
は
、
平
成
二
十
年
度
中
に
我
が
国
の
開
か
れ
た
投
資
環
境
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の
整
備
及
び
我
が
国
の
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
、
空
港
の
設
置
及
び
管
理

に
係
る
制
度
に
関
し
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
こ
れ
ら
に
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行

う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
理
由
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
案
が
速
や
か
に
成
立
い
た
し
ま
す
よ
う
、
御
審
議
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
六
月
五
日
）

○
竹
本
直
一
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。
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次
に
、
空
港
整
備
法
及
び
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
空
港
に
お
け
る
利
用
者
利
便
の
向
上
及
び
安
全
の
確
保
を
図

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
今
後
の
空
港
の
中
長
期
的
な
整
備
及
び

運
営
の
あ
り
方
を
明
示
す
る
た
め
、
空
港
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
基

本
方
針
を
定
め
る
こ
と
、

第
二
に
、
空
港
の
設
置
管
理
者
や
工
事
費
用
の
負
担
割
合
等
を
定
め
る

空
港
の
区
分
制
度
を
見
直
す
こ
と
、

第
三
に
、
空
港
の
設
置
管
理
者
は
、
利
用
者
利
便
の
向
上
及
び
安
全
の

確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
協
議
を
行
う
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と

な
ど
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
五
月
二
十
七
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
六
月
三
日
冬

柴
国
土
交
通
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
翌
四
日
質
疑
を
行

い
、
質
疑
終
了
後
、
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
賛
成
多

数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
六
月
四
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の

運
用
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

我
が
国
の
空
港
政
策
に
お
い
て
、
整
備
か
ら
運
営
へ
と
方
針
を
転
換

す
べ
く
空
港
整
備
法
か
ら
空
港
法
へ
と
名
称
が
改
称
さ
れ
た
こ
と
に
か

ん
が
み
、
今
後
は
空
港
の
設
置
、
整
備
及
び
管
理
が
効
果
的
か
つ
効
率

的
に
、
透
明
性
を
確
保
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
こ

空
港
整
備
法
及
び
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
四
九



と
。
ま
た
、
そ
の
際
空
港
ご
と
の
収
支
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
こ
と
。

二

基
本
方
針
の
策
定
及
び
協
議
会
で
の
協
議
に
お
い
て
は
、
航
空
運
送

事
業
者
に
対
す
る
規
制
強
化
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る

と
と
も
に
、
地
域
の
活
性
化
や
空
港
の
利
用
者
利
便
の
向
上
が
図
ら
れ

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三

空
港
・
航
空
の
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
、
航
空
機
搭
乗
に
係
る
保
安

検
査
の
充
実
並
び
に
航
空
機
の
確
実
な
点
検
整
備
及
び
航
空
管
制
の
的

確
な
指
示
に
よ
る
安
全
運
航
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
空
港
及
び

航
空
の
保
安
に
関
す
る
一
体
的
な
制
度
の
検
討
を
行
う
こ
と
。

四

我
が
国
の
国
際
競
争
力
強
化
の
た
め
、
特
に
、
首
都
圏
空
港
の
整
備

を
着
実
に
実
施
す
る
こ
と
。
ま
た
、
空
港
の
利
用
者
利
便
の
向
上
を
図

る
た
め
、
空
港
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
策
等
の
施
設
整
備
、
運
用

上
共
用
空
港
と
な
っ
て
い
る
空
港
を
含
め
、
共
用
空
港
に
お
け
る
民
間

機
の
発
着
枠
の
拡
大
等
を
着
実
に
実
施
す
る
こ
と
。

五

関
西
三
空
港
の
有
効
活
用
に
つ
い
て
、
今
後
の
位
置
付
け
を
明
確
化

す
る
と
と
も
に
、
関
西
三
空
港
の
相
乗
効
果
が
発
揮
で
き
る
よ
う
努
め

る
こ
と
。

六

特
別
会
計
の
不
適
切
な
使
用
実
態
が
明
る
み
に
さ
れ
た
こ
と
に
か
ん

が
み
、
社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
の
空
港
整
備
勘
定
に
つ
い
て
、

そ
の
在
り
方
の
適
正
性
及
び
透
明
性
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

七

東
京
国
際
空
港
等
の
整
備
拡
張
に
伴
い
発
着
枠
が
増
加
さ
れ
る
こ
と

に
か
ん
が
み
、
航
空
機
の
効
率
的
な
運
航
を
確
保
す
る
た
め
、
首
都
圏

の
空
域
の
返
還
と
再
編
が
早
期
に
、
か
つ
国
益
に
資
す
る
形
で
な
さ
れ

る
よ
う
、
関
係
国
、
関
係
箇
所
と
の
交
渉
に
引
き
続
き
鋭
意
努
め
る
こ

と
。

三
、
参
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
六
月
一
一
日
）

○
吉
田
博
美
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
案
件
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

ま
ず
、
空
港
整
備
法
及
び
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
空

港
に
お
け
る
利
用
者
利
便
の
向
上
及
び
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
、
国
土

交
通
大
臣
に
よ
る
基
本
方
針
の
策
定
、
空
港
機
能
施
設
の
建
設
及
び
管
理

を
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
者
が
行
う
制
度
の
創
設
、
空
港
の
設

置
者
に
対
す
る
空
港
保
安
管
理
規
程
の
作
成
及
び
届
出
の
義
務
付
け
等
所

要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
空
港
整
備
・
運
営
の
在
り
方
、
空

港
別
収
支
状
況
開
示
の
必
要
性
、
東
京
国
際
空
港
の
更
な
る
国
際
化
の
推

進
と
ア
ク
セ
ス
機
能
の
強
化
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

空
港
整
備
法
及
び
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
五
〇



な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
六
月
一
〇
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
空
港
の
運
営
、
管
理
に
つ
い
て
は
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
、
透
明

性
を
持
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
そ
の
際
、

空
港
ご
と
の
収
支
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
こ
と
。ま
た
、高
カ
テ
ゴ
リ
ー

化
に
よ
る
就
航
率
の
向
上
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
策
の
推
進
、
ア
ク
セ
ス

機
能
の
改
善
等
に
よ
り
、
地
域
の
観
光
や
産
業
振
興
に
十
分
な
効
果
が

発
揮
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
協
議
会
で
の
協
議
等
に
お
い
て

は
、
航
空
運
送
事
業
者
に
対
す
る
規
制
強
化
と
な
ら
な
い
よ
う
留
意

し
、
空
港
の
利
用
者
利
便
の
向
上
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

航
空
の
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
は
、
航
空
機
搭
乗
に
係
る
保
安
検
査

の
充
実
等
安
全
運
航
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
空
港
及
び
航
空
の

保
安
に
関
す
る
一
体
的
な
制
度
の
検
討
を
行
う
こ
と
。

二
、
我
が
国
の
国
際
競
争
力
強
化
の
た
め
、
首
都
圏
空
港
に
つ
い
て
は
、

整
備
を
着
実
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
関
西
三
空
港
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
位
置
付
け
を
明
確
化
し
、
そ
の
相
乗
効
果
が
発
揮
で
き
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。
ま
た
、
東
京
国
際
空
港
の
整
備
拡
張
等
に
伴
い
発
着
枠
が

増
加
さ
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
航
空
機
の
効
率
的
な
運
航
を
確
保
す

る
た
め
、
首
都
圏
の
空
域
の
返
還
と
再
編
が
早
期
に
、
か
つ
国
益
に
資

す
る
形
で
行
わ
れ
る
よ
う
、
関
係
国
、
関
係
箇
所
と
の
交
渉
に
鋭
意
努

め
る
こ
と
。

三
、
旧
空
港
整
備
特
別
会
計
の
不
適
切
な
使
用
実
態
が
明
る
み
に
さ
れ
た

こ
と
に
か
ん
が
み
、
社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
の
空
港
整
備
勘
定

に
つ
い
て
、
そ
の
在
り
方
の
適
正
化
及
び
透
明
化
を
図
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

空
港
整
備
法
及
び
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
五
一


